
令和 2 年 9 月 19 日 
剣道部顧問・スポーツ少年団代表者 殿 

鹿児島県剣道連盟奄美支部 
支部長   野 﨑 浩 一 

 

剣道昇級審査会の実施について（通知） 
 
 このことについて，下記のとおり実施いたしますので受審希望者にお知らせいただきますよう

お願いいたします。 
記 

１ 日  時  令和２年１０月２５日（日） １３：３０ ～ （※新人戦終了後） 
２ 場  所  奄美体験交流館（住用町） 
３ 受審科目  剣道実技《１級～７級》 
  ・１級については，日本剣道形１本目・２本目・５本目の実技があります。 
  ・１級については，木刀による剣道基本技稽古法の基本１～９の実技があります。 
  ・２級については，木刀による剣道基本技稽古法の基本１～６の実技があります。 
  ・３級については，木刀による剣道基本技稽古法の基本１～４の実技があります。 
 
４ 受  付  当日         
５ 受審資格 

（１）初めての受審者（小学生）は７級から受審する。 
（２）３級以上を受審する者は，小学校４年生以上とする。 
（３）既得級より一段階上の級を受審する。 

（審査会場において審査員の判断により，次の級への飛び級受審がある。） 
（４）1 級の受審資格は中学生以上とする。なお、中学生以上で２級を取得して 
   いない受審者は，２級認定審査を受審し，１級審査を受審できる。 
（５）認定審査は３組単位で審査し，内容は，切り返し・互角稽古を審査する。 

６ 審査料   審査当日に納めてください。 
       １級        1,500 円（審査料 1,000 円 合格証書代 500 円） 
       ２級認定審査料   1,000 円 
       ２級～４級     800 円（飛び級 400 円） 
       ５級～７級     600 円（飛び級 300 円） 
      ※審査申込書と異なる級への飛び級があった場合は，級ごとに上記審査料を納める。 

７ 申し込み締切   令和２年１０月１６日（金）必着 
           （※押印の確認をお願い致します。） 
８ 申し込み先   〒894-0006 奄美市名瀬小浜町 27-8-203  

               鹿児島県剣道連盟奄美支部事務局 清 麗次 
              TEL：090-9071-9353 

FAX：0997-69-4051 Email：kiyoshiyym@gmail.com 
※ 各団体で受審者の審査申込書をまとめて，一括して申し込みしてください。 

mailto:kiyoshiyym@gmail.com


鹿児島県剣道連盟奄美支部昇級審査基準 
 
受審資格 
１ 初めての受審（小学生）は，７級から受審する。 
２ ３級以上を受審する者は，小学校４年生以上とする。 
２ 既得級より一段階上の級を受審する。 

《審査会場において審査員の判断により，次の級への飛び級受審がある。》 
３ １級の受審資格は，中学生以上とする。 

《中学生以上で２級を取得していない受審者は，認定審査を受審できる。》 
４ 認定審査は３組単位で審査し，内容は，切り返し・互角稽古を審査する。 
 
 
審査基準 
 
７級  面打ちが正確に打てる。 
  審査方法 【５組単位で審査をする】 

① 切り返しをする。 
② お互いに面打ちを４本打たせる。 
③ 互角稽古をする。 

 
６級  面打ち，小手打ち，胴打ちが正確に打てる。 
  審査方法 【５組単位で審査をする】 

① 切り返しをする。 
② お互いに面，小手，胴をそれぞれ４本ずつ打たせる。 

（※小手打ちは、相手に向って右側にぬける） 
③ 互角稽古をする。 

 
５級  面打ちと，小手－面，の連続打ちが正確に打てる。 
  審査方法 【３組単位で審査をする】 

① 切り返しをする。 
② 面打ちを４本，小手－面の連続打ちを４本打たせる。 
③ 互角稽古をする。 

 
４級  小手－面，小手－胴の連続打ちが正確に打てる。 
  審査方法 【３組単位で審査をする】 

① 切り返しをする。 
② 面打ちを４本，小手－面，小手－胴の連続打ちをそれぞれ４本打たせる。 
③ 互角稽古をする。 

 
３級  切り返しが正確にできる。 
  審査方法 【１組単位で審査をする】 

① 切り返しをする。 
② 互角稽古をする。 

      ③ 木刀による剣道基本技稽古法 基本１～４をする。 
 



２級  気，剣，体，一致で打突ができる。 
  審査方法 【１組単位で審査をする】 

① 切り返しをする。 
② 互角稽古をする。 

      ③ 木刀による剣道基本技稽古法 基本１～６をする。 
 
１級  気，剣，体，一致の正しい打突ができる。 
    礼法，姿勢，態度，着装も合否判定の要素とする。 
  審査方法 【１組単位で審査をする】 

① 切り返しをする。 
② 互角稽古をする。 
③ 木刀による剣道基本技稽古法 基本１～９をする。 
④ 日本剣道形（太刀の１本目，２本目，５本目）を課する。 

 
【審査における注意事項】 
 
１ 切り返しは「９本切り返し」とし，竹刀で受けます。最後の正面打ちは２本行い元の 
  位置に帰ります。 
 
２ 基本打ちは，全て大きな打ちで行います。 
 
３ 大きな小手打ちは，相手に向かって右側を抜けて行きます。 

打って体当たりではありません。 
 
４ 木刀による剣道基本技稽古法を行います。 
 基本１ 一本打ちの技    「正面」「小手」「胴（右胴）」「突き」 
 基本２ 二・三段の技（連続技）「小手→面」 
 基本３ 払い技       「払い面（表）」 
 基本４ 引き技（鍔競り合い）「引き胴（右胴）」 
 基本５ 抜き技       「面抜き胴（右胴）」 
 基本６ すり上げ技     「小手すり上げ面（裏）」 
 基本７ 出ばな技      「出ばな小手」 
 基本８ 返し技       「面返し胴（右胴）」 
 基本９ 打ち落とし技    「胴（右胴）打ち落とし面」 
 
５ 木刀による，剣道基本技稽古法は，場所を変えて「元立ち」・「掛かり手」の双方行う。 
  一級～基本９まで 号令は（基本１ 始め） 
           ※号令は「基本○ 始め」 
  二級～基本６まで 号令は（基本１ 一本打ちの技 始め） 
           ※号令は「基本○ と 技名」 
  三級～基本４まで 号令は（基本１ 一本打ちの技 正面・小手・胴 始め） 
           ※号令は「基本○ と 技名 と 打突部位」 
 
 ※安全管理のため，「元立ち」・「掛かり手」を交代する場合は，必ず場所を変え，正面 
  を向かって右側が「元立ち」，左側が「掛かり手」とする。 



（第１号様式）

※未成年の場合は、保護者氏名を記載してください。

鹿児島県剣道連盟奄美支部　　支部長　殿

鹿児島県剣道連盟会則及び級位審査会規則に基づき，審査を申込みます。

令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

級　位　審　査　申　込　書

男

女

フリガナ

氏　　名

生年月日

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

職業又は
学校名
（学年）

〒　　　　　－

連絡電話番号　　　　　　　　　　－　　　　　　　－

住　　所

　　　　　　　　　級

昭和

平成
　　年　　　　月　　　　日生　　（　　　　歳）

受審級位


